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第二次将来ビジョン及び第７次男女共同参画基本計画等 

策定支援業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

  第二次将来ビジョン及び第７次男女共同参画基本計画等の策定に向け、提案事業者の知識、技能、

経験等を見極め、本事業に最も適した事業者を選定するに当たり、プロポーザルを実施するために必

要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務委託内容 

 （１）事業名 

第二次将来ビジョン及び第７次男女共同参画基本計画等策定支援業務委託 

 （２）委託内容 

   別紙「第二次将来ビジョン及び第７次男女共同参画基本計画等策定支援業務委託仕様書（案）（以

下「仕様書」という。）」のとおりとする。 

 （３）履行期間 

   契約締結の日から令和８年３月２３日まで（令和６年度、７年度の２か年度） 

 （４）提案上限額 

   令和６年度から令和７年度予算の合計額４１，０００千円（税込み） 

 

３ 参加資格 

  プロポーザルに参加できる者は、本業務を遂行する能力を有し、次に掲げるすべての要件を満たす

ものとする。 

  ア 地方公共団体の総合計画等の行政計画等の策定支援業務を受託し、完了した実績があること。 

  イ 志木市の契約に係る指名停止等の措置に関する規則 （平成 20年７月 17日規則第 21号）に

基づく入札参加停止等の措置を受けていない者。 

  ウ 志木市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱 （平成 18年 11月１日制定）に基

づく入札参加除外を受けていないこと。 

  エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

  オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の決定を受けた者等、経営状態が著しく不健

全であると認められるものでないこと。 

  カ 安全管理の改善に関する労働基準監督署等からの指導に対し改善を行わない状態が継続して

いる者又は当該状態が継続しており、労働基準局等から市に通報があった者でないこと。 
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４ スケジュール 

NO. 内容 日程 

１ 仕様書、実施要領等の公表 令和６年４月 8日（月） 

２ 質問書の受付期限       ４月１１日（木） 午後５時まで 

３ 質問に対する回答       ４月１6日（火） 

４ 資格等審査関連書類の提出期限       ４月１8日（木） 午後５時まで 

５ 資格等審査（書類審査）       ４月１9日（金）～２２日（月） 

６ 資格等審査結果の通知       ４月２３日（火） 

７ 企画提案書・参考見積書の提出期限       ５月２０日（月） 午後５時まで 

８ 企画提案審査（プレゼンテーション）       ５月２７日（月） または ２８日（火） 

※ 資格等審査通過者には詳細を別途通知 

９ 選定結果通知       ６月 ３日（月） 

１０ 契約締結・業務開始       ６月中旬 予定 

  ※ 本スケジュールは予定であり、変更することがあります。 

 

5 仕様書、実施要領等の公表 

 （１） 公表開始日 

令和６年４月 8日（月） 

 

 （２） 公表方法 

   志木市ホームページからダウンロード 

   URL https://www.city.shiki.lg.jp//soshiki/32/19981.html 

 

６ 質問と回答 

 （１） 質問受付期間 

   令和６年４月 8日（月）から令和６年４月１1日（木）午後５時まで（必着） 

 

 （２） 質問票提出方法 

   質問票【様式５】に質問箇所及び内容を記載し、電子メールで提出すること。 

   件名は「【社名】第二次将来ビジョン等に係るプロポーザル質問」とすること。 

   E-mail : seisaku@city.shiki.lg.jp 

   ※電子メール送信と併せて電話による確認を行うこと。 

 

 （３） 回答 

   令和６年４月１6日（火）までに本市ホームページで質問者の名前を伏せたうえで順次公表。個別に

は回答しないこととする。 

 

https://www.city.shiki.lg.jp/
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７ 参加に係る書類の提出 

 （１） 提出書類 

ア 資格等審査（書類審査） 関連 

     提出期限 ： 令和６年４月１8日（木） 午後５時まで（必着） 

     提出部数 ： 正本１部（社印及び代表印を捺印すること）、副本５部 

書類番号 提出書類名 様式 備考 

１ 参加表明書 様式１  

２ 会社概要書 様式自由  

３ 応募者の実績調書 様式 2  

４ 業務実施体制表 様式 3  

 

イ 企画提案審査（プレゼンテーション審査） 関連 

     提出期限 ： 令和６年５月２０日（月） 午後５時まで（必着） 

     提出部数 ： 正本１部、副本１５部 

書類番号 提出書類名 様式 備考 

５ 企画提案書 様式自由 Ａ４版・２０枚以内 

 

ウ 参考見積額評価 関連 

     提出期限 ： 令和６年５月２０日（月） 午後５時まで（必着） 

     提出部数 ： 正本１部（社印及び代表印を捺印すること）、副本５部 

書類番号 提出書類名 様式 備考 

６ 参考見積書 様式自由 押印すること。 

 

 （４） 提出方法 

    直接提出の場合：提出期間中の受付時間は午前９時から午後５時までとする。 

    郵送の場合   ：提出期間内に必着した書類のみ受け付けることとする。 

               提出期間後は、追加資料であっても認めないこととする。 

 

 （５） 提出先 

   「１５ 担当部署」へ提出すること。 

 

 （６） 提出された書類の扱い 

   すべての提出書類は返却しない。 
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８ 企画提案書作成要領 

・ 仕様書の趣旨に沿った業務内容を達成するための提案をすること。 

  ・ 企画提案書の作成にあたっては、６頁の「（２）審査項目及び評価内容」のうち「② 企画提案審査

（プレゼンテーション審査）」に記載された項目を含むものとし、記載する順番も当該項目順とす

ること。 

 

 ９ 参考見積書 

   ・ 提案上限額は、41，000千円（令和６年度、７年度合計、税込み）とする。 

   ・ 本プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

   ・ 提案内容に含まれる特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている

ものを使用した結果生じた責任は、プロポーザル参加者が負う。 

   ・ 提案事業者の提案に付随して、当初予定していなかった経費支出を本市が行うことは困難であ

るため留意すること。 

 

１０ 受託候補者の選定方法に関する事項 

   （１）審査方法 

・ 本プロポーザルの審査は、以下の資格等審査、企画提案審査、参考見積額評価を行う。 

・ 審査は、提案書を提出した者（以下「応募者」という。）の提案書について審査を行い、審査の得

点が最低基準点である６０点（１００点満点）以上の応募者のうち、評価点の総合計が最も高い

応募者を本業務の受託候補者とし、２番目に高い応募者を次点候補者として特定する。ただ

し、各採点項目において、仕様書の内容を満たしていない項目がある場合は、評価点の総合計

にかかわらず、受託候補者及び次点候補者としない。 

 

ア 資格等審査（書類審査） 

・ 「７ 参加に係る書類の提出」のうち、「ア資格等審査（書類審査）関連」の書類により審査を行

う。 

・ 審査項目等については、６頁の「（２）審査項目及び評価内容」のうち、「①資格等審査（書類審

査）」を参照 

 

イ 企画提案審査（プレゼンテーション審査） 

・ 「７ 参加に係る書類の提出」のうち、「イ 企画提案審査（プレゼンテーション審査） 関連」の

書類により審査を行う。 

・ 審査項目等については、６頁の「（２）審査項目及び評価内容」のうち、「②企画提案審査 

（プレゼンテーション審査）」を参照 

 

       ①日 時  令和６年５月２７日（月）または２８日（火） 

 

       ②場 所  志木市役所 大会議室３-３（小会議室３-２を控室とする。） 
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       ③実施時間  １事業者につき、45分とする。 

入室、機材等準備 ５分 

企画提案書に基づくプレゼンテーション 

※企画提案書に記載したもの以外は使用できません。 

 

25分 

質疑応答 10分 

片づけ、退室 ５分 

 

    ④出席者    プレゼンテーション及びヒアリングは、３人以内で実施し、業務実施体制表（様式

3）に記載されている者とする。なお、ＰＣの専属操作員も、出席者に含む。 

 

    ⑤留意事項 ・ プレゼンテーションに当たっては、企画提案書に記載された内容に基づき、６頁の

「（２）審査項目及び評価内容」のうち「② 企画提案審査（プレゼンテーション審

査）」に記載された項目順に説明を行うこと。 

 

・ プレゼンテーションにおいて、事務局で用意する機器は次のとおりとし、ＰＣ等必

要となる機器は、応募者が持参すること。（今後変更する可能性があります。） 

              ア スクリーン １台 

              イ OAタップ １本 

              ウ プロジェクター １台 

※プロジェクターは、ＲＩＣＯＨ製、PJ WX4152であり、ＨＤＭＩケーブルにより

ＰＣと接続可能。それ以外の方法でスクリーンを使用する場合は、応募者がプ

ロジェクターを用意すること。 

 

ウ 参考見積額評価 

  参考見積書に基づき、提案上限額との差額により評価する。 
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   （２）審査項目及び評価内容 

審査項目 配点 審査内容 評価のポイント 

①資格等審査 

（書類審査） 

20 類似業務の受託

実績 

■ 他の地方自治体における計画策定支援業

務の受託実績 

※総合振興計画以外の実績も考慮する。 

※ワークショップ等の市民参画事業の実

績も考慮する 

業務の実施体制 ■ 担当者の実務経歴 

②企画提案審

査 

（プレゼンテー

ション審査） 

60 総合振興計画策

定における基本的

な考え方 

■ 総合振興計画に対する基本的な考え方・理解

は適切か。 

■ 国・県の計画（デジタル田園都市国家構想等）

との整合性はどのように考えているか。 

総合振興計画策定

における課題整理 

■ 志木市の現状分析・課題の整理について、ど

のような手法を考えているか。 

総合振興計画策定

における市民意見

の徴取方法 

■ 市民意識調査等について、どのような手法を

考えているか。 

※ 一般成人向けの 3,000 名（満１８歳以上）

を対象としたアンケートに加え、事業者独自

のアンケートを提案すること。 

■ ワークショップについて、どのような手法を

考えているか。 

総合振興計画策定

における施策体系

等の見直しの手法 

■ 新たな施策体系の見直しについて、どのよう

な手法を考えているか。 

男女共同参画基本

計画策定における

基本的な考え方 

■ 男女共同参画基本計画に対する基本的な考

え方・理解は適切か。 

■ 国・県の計画等との整合性はどのように考え

ているか。 

男女共同参画基本

計画策定における

計画案等の策定の

手法 

■ 骨子案、計画案等の策定について、どのよう

な手法を考えているか。 

業務工程 ■ 実現可能なスケジュールとなっているか。 

サポート体制 ■ 計画の策定等に係るサポート体制が整って

いるか。 

③参考見積額

評価 

20 見積金額 ■ 提案上限額との差額により評価する。 
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   （３）受託候補者の決定 

選定委員会の審査の結果、合計点が最も高い者を受託候補者とする。 

※評価点が同一の場合は、業務実績により判断するものとする。 

 

１１ 選定結果通知 

  選定結果については、全ての参加者に審査結果を通知する。通知は、郵送及び電子メールにより、令

和６年６月３日（月）通知予定。 

 

１２ 契約 

 ・ 受託候補者と提出した企画提案書を基に、市と委託に係る詳細について協議を行う。この協議の際

に、提出された企画提案書の内容を一部変更する場合がある。 

 ・ 受託候補者は、協議が整い次第、改めて見積書を市に提出する。 

 ・ 受託候補者と協議が整わない場合にあっては、次に評価点の合計が高い者から順に協議を行う。  

 

１３ 辞退について 

 ・ 参加申込書等を提出後、本プロポーザルに参加の意思がなくなった場合には、速やかに辞退届（様

式４）を提出すること。市が辞退届を受領した時点で、参加資格を失うものとする。 

 ・ 辞退届の提出に当たっては、事前に「15 担当部署」に電話にて連絡の上、持参、郵送、電子メール

のいずれかの方法で提出すること。なお、持参する場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時

までとする。 

 

１４ 特記事項 

・ 本プロポーザルは、受託候補者を選定するものであり、契約の締結を担保するものではない。 

・ 契約締結後においても、受託者が本プロポーザルにおいて失格事項に該当していたことが明らか

になった場合または、本プロポーザルにおける企画提案書において著しく実現性から乖離した提

案を行っていたことが明らかになった場合は、市は受託者との契約を解除することができる。 

・ 災害等のやむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、

中止する場合がある。その場合、企画提案に要した費用は、全て参加者が負担するものとする。 

・ 受託決定後、市は受託者として選定された者及び審査結果を市ホームページで公表する。 

 

１５ 担当部署 

志木市 市長公室政策推進課 （志木市役所 ３階） 

住 所：〒３５３-８５０１ 埼玉県志木市中宗岡１丁目１番１号 

電話番号：０４８-４７３-１１１４（直通） 

メ ー ル：seisaku@city.shiki.lg.jp 


